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経

濟

論

叢
第

三

十

三

岩

第

四
號

(通
巻
第
百
九
+
床
脇
)

昭
和
六
年
十
月
登
行

眺
爵雨

叢

公

私

混

合

螢

業

序

説

神

戸

正

雄

今
度

の
行

財
政

の
整

理

に
關
嚇
し

て
、
地
方
自
治
艦

を
し

て
民
間
企
業

(
と

い
ふ
て
も
、
凡

べ
て
の
種
類

で
は

あ

る
ま

い
。
公
益
企
業

に
限
ら
れ
や
う
)

に
姿
加

せ
し
め
、
そ
し

て
其
重
役
を
出
す

こ
と
を
自
治
禮

に
認

め
る
こ

と

に
す

る
の
議

な
り
と

の
事

で
あ

る
。
其
紋
由
来
、
公

益
企
業

を
國
又

は
地

方
團
膿

を
し

て
螢

ま

し
め
る

と

き
に
、

公
益

を
圖

る
に
は
足

る
で
あ
ら
う
け

れ
ど
も
、
経
螢

の
経
濟
的

た
ら

ざ

る
の
映
鮎

を
有
ち

、
さ
b
と

て
之

を
純
民

螢

に
任

か
す
と

き

に
、
経

済
的

で
は
あ

る
が
、
公
益

に
反

す

る
の
嫌

が
あ

り
、
労

々
、
公
私
混
合
螢
業

と
し
て
爾

公

私

混

合

管

楽

.

第

三
+
三
巻

四
七
七

第
四
號

「



公

私

混

合

軸営
業

第
三
十
三
巻

四
七
八

第
四
號

二

者

の
長
所

を
併

せ
登
挿

せ
し
め
や
う
と

い
ふ
の
が

一
の
折
衷

的
の
案
と

し

て
出

て
居

り
、
我
國

に
て
も
此
先
例

に

倣

は
う

と

い
ふ
の
で
、
倦

て

こ
そ
右

の
提
議

が
出

た
も
の
と

思

ふ
。
此

問
題

は
、
財

政
上

、
將

た
経
濟

及
肚
會
政

策

上

に
も
最

興
味

あ

る
問
題

と
思
は
れ

る
か
ら
、
弦

に
之

を

論
議

し
て
見

や
う
と
思

ふ
。

第

一

公
私
混
合
醤
業
の
意
義
及
由
来

公

私

混
合

螢
業

は
普

通

濁

逸

語

に
て

O
葺
誘

o
薄
鼠

騎

。
ぎ
州島
色
μ窪

娼
薄
o
ヨ
窪

露
寒
σQ
Ω
岡
と

い
は

れ

た

も

の
だ

が

稀

に
は

。
　

陣的騒

歪

曲.ぎ

喜

「ぎ

・&

醤

二
"①
ぎ

蓉

と

い
は
バ

る
・
曾

ま

で
の
威
、
學

者

の
之

に

饗
し
て
附
す

る
意

味
が
鳳

々
で
あ
b
、
其
意
味

は
多
少
不
明

だ
と

し
な

け
れ
ば

な
ら

鴎
が
.併

し
大

膿

か
ら
見

て
、

の

公
螢
と
私
螢

と

の
中
聞
物

と

い
ふ
だ
け
は
間
違

な

い
。

さ
て
此

に
渇

し

て
學
者

の
與

へ
た
意
義

に
は
、
大
要
三
種

の
異

っ
た
も

の
が
あ

る
。
第

一
は
、
專

ら
資
本

の
醸
出
者

か
ら
出

登
鮎

す

る
も
の
で
、
私
人
の
外

に
、
國
家
叉

は

其
他

の
公
共

團
膿

も
が
建

設
資
本
を
醸
出

し

て
墾
加

す

る
企
業

と
す

る
も

の
で
(註
一
)
、
あ
り

、
第

二
は
其
機
能
叉

は
経
螢

の
方

針

に
重
貼
を
置

く
も

の
で
あ

っ
て
、
此

か
ら

い
ふ
と
、
混

合
螢
業

と
は
、
公

益
と
私
益
と

を
調
和
し

て
経
管

す

る
企
業

と

い
ふ
の

で
あ
り
(註
二
)
、
第

三

は
前
記

二
の
元
素

を
併

せ
用
み

る
も
の
で
、
公

法
入

及
私
人
が

共

に
建

設
資
本
を
出
捐
す

る
私
法
上
の
企
業

で
あ

っ
て
、
随

っ
て
叉

公
法
人
が
其
経
螢

の
方
針

に
影

響

を
及

ぼ
し
、

公
益
を
尊

重
し

つ
つ
私
益
を
計

る
こ
と
と
な

る
も
の
で
あ

る
と
す

る
(
註
三
)
、
企
業

の
形
式

は
何

々
と
は
限

っ
た
鐸

夏)
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4)
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で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
自
ら
株
式
會
肚
が
多
静

ゐ
ら
れ
・
・
公
私
鑑

の
割
合
は
色
々
で
あ
り
・
公
の
方
が
過

の

宇
敷

の
株
を
有

つ
.」
と

は
必
要

で
は
な

い
け
れ
ど
も
、
其

が
通
例

で
あ

り
叉
有
敷

で
あ

る
。
第

二
の
意
見
を
有

つ

人

は
、
第

一
の
見
解
を
有

つ
の
に
撤

し
で
、

一
八
七
三
年

以
来
、
英
国

政
府

が

ス

エ
ス
運
河
會
肚

の
株

の
牢
分
以

上
を
有
ち
、
併

し
其
管

理

の
爲

め

に
彼
自
ら

の
官

吏
を
途

ら
す
し
て
、
運

河

に
利
害
關
係

の
深

き
英
図

の
航
海
業

者

及
商
人
を
途

っ
て
居

る
が

、
其

も
第

一
論
者

か
ら

い

ふ
と
混
合
螢
業

に
な

る
け
れ
ど
も

、
通
例
さ
う

は
見
偽

い

と

い
ふ
て
居

る
が
、
如

何

に
も
其
通

り
で
軍

な

る
建

設
又

は
基

本
資
本

の
墾
加

だ
け
か

ら

し
て
之

を
決

す

る
を
得

ぬ
、
…伍
し
ヌ
舞

=
論

に
從

ふ
と

、
欄
逸

の
ラ
イ

ヒ

ス
ク

レ
ヂ
ッ
ト
株
式

會
吐

の
や
う
に
.
株

の
全
部

を
濁
逸
共
和

國

が
有
ち

、
其

理
事

に
官
吏
が
出

て
居

る
が

、
監

査
役
は
民

間

か
ら

も
出

て
居

る
や

・
な

も
の
を
も
混
合
螢
業

と

の

い
は
な

く
て
は
な

ら

ね
こ
と

に
な

り
、
我
国

を
初

め
と
し
多

く

の
國

の
中
央
登

券
銀
行

の
や
う

に
株
式

は
専

ら
私

人

に
属

し
、
併

し
其
経
管

⊥

に
政
府

の
勢
力

の
可
な
り

に
及

び
得

る
も

の
も
混
合
瞥
業
と

し
な

く
て
廣
な
ら

ぬ
こ

と

に
な

る
。
併

し
此
等

は
蕾

に
其
機
能

の
み

で
な

く
、
基
本
的

の
資
本

に
も
考

へ
て
混
合
瞥
業

と
否

と
を
決

す

る

方

が

一
層
明
確

の
や
う

で
あ
り

、
此
見
地

か
ら
す

れ
ば

ラ
イ

ヒ
ス
ク

レ
ヂ

ッ
ト
會
肚
は
官
業

(
官
業

の
民
業

的
経

螢

)

で
あ
り
、
中

央
登
券
銀
行

は
民
業

と

い
ふ
こ
と

に
な

る
。
其

が
第

三
見
解

で
あ
り
、
私
も
先
づ
之
を
探

る
。

(註

一
)

例
之
、
ガ
ル
ガ
ス
は
、
混
合
経
螢
、
即

ち
其
建
設
資
本

に
つ
き
て
、
私
人

の
利
害
關
係
者

の
外

に
公
法
上
の
元
素
も
關
興
し
た
る
経
管

と
い
ひ
、
シ
ッ
フ
は
、
混
合
瞥
業
、
即
ち
私
経
済

の
傍

に
、
各
箇

の
市
町
村
叉
は
高
級

の
公
法
上

の
團
髄
が
貨
贈
上
關
興

し
た
る
纏
濟
組
織
と

公

私

混

合

瞥

業
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公

私

混

合

螢
.
業

第
三
十
三
巻

四
八
○

第
四
號
.

四

の

し
、

ユ
ン
カ
ー

も
株
式

の
多
撒

が
市
町
村

の
所

有

に
驕
す

る
株
式
會

肚

と
爲
す
。

(
註

二
)

ウ
イ
ー
デ

ン
7
エ
ル
ト
は
、
之

を
以

て
、
其
纒
濟

の
方
法

に
於

て

一
般

利
益

と
私
経
済
的

利
得

と

の
考
慮

の

一
緒

に
行

は
る

」
事
業
だ

と
寫

し
、
其
本
質

は
最

も
明

か
に
、
濁

逸

の
ラ
イ

ヒ
ス
バ
ー

ン
の
爲

め

の
規
定

に
示
さ
れ
た
も

の
即

ち
、
商
人
的
原
則

に
よ
り

て
濁
逸

國
民
纏

、

濟

の
利

益

の
擁

護

の
下

に
経
督
す

る

こ
と

に
現

は
る

と

い
ふ
。
尚

ほ
叉

、
此
公

私
利
益

の
準
準

の
爲

め
に
、
公
法
人

の
所
有
關
興

と

い
ふ
こ
と

鞠

は

一
般

的

に
は
其
前
提

と
な
る
け
れ
ど
も
、
此
資

本
闕
典

が
其
要
素

で
は
な

い
と

い
ふ
。

(
註

三
)

シ

訊
メ
ル
ピ
ア
ー
は
、
混
合
替
業

と
は
私
法
的

に
組
成
せ
ら
れ
た
或
種

の
企
業

で
あ

っ
て
、
私

人
及
公
法
人

が
共
同

に
、
責
任
あ

る
企

業

資
本
を
提
供

し
、
且

つ
其

上

に
共
同

し

て
最

上

の
管

理
を
行

ふ
も

の
だ

と
篤

し
、

モ
ン
,ヘ
ル
ト
も
、
其
本
質

は
、
株
式
會

杜
が
建

て
ら
れ
、

伝
世
雛
…と
剛
儀
}に
経
管

ぜ
ら
れ

る
が
、
其

に
で
圓
又

ば
」弼
町
村

が
株
山内
資
本

の
多
加蝦
を
育

ち
、
之

に
よ
り

て
容
盈

淋
十
汁

に
保
護

せ
ら

る

エ
を

得

る
も
の
だ
と
爲

し
、
デ

ー

フ
イ

7
は
、
其
内
部

の
本
質

、
其
社
倉
経
済
的
意
義

、
其
性
質

は
、

一
襲

は
撒
多

の
公
共
行
政

に
、
企
業

の
方
針

に

つ
い
て
許
さ

る

芝
影
響

の
度

に
か

エ
る
。

そ
し

て
其
株
主
総
會

及
理
事
會

に
代
表
的
地

位
を
得

る
薦

め
に
、
市
町
村

が
株
式
資

本

の

一
部

途

引

受
け
る
、

】
般

に
姓
市
町
村

は
資
本
所

有

の
多
数

を
占

め
る

と

い
ふ
。

此

螢

業

の
範

園

を
右

の
如

く

に
假

足

し

て
之

が

由
来

を

一
瞥

す

る
と

.
此

が

濁
逸

に

て

は
.
初

め

て
電
気

事

業

に

つ
き

て

、

一
九

〇

五

年

に

、
怪

人

ス
チ

ン
ネ

ス
の
激

働

に
よ

り

て

、

エ
ッ

セ

ン
、

ミ

ュ
ー

ラ
イ

ム
、

ゲ

川
ぜ

ン

キ

ル

ヘ
ン
市

の
間

に
、

ラ
イ

ン
ゥ

エ

ス
ト

フ

ァ
リ

ア
電
気

會

肚

と

し

て
生

れ

た

。
此

が

間

も

な

く
都

市

政

策

の

見

地

か
ら

し

て

反

饗

さ

れ

た

け

れ
ど

も

、
其

に
賛

成

者

も

出

て
、

結

局

、
諸

の
市

町

村

、

郡

ば

か
り

で
な

く
、

普

魯

西

の
諸

州

、
善

因

」
帝

国

ま

で
も

此

會

肚

に
参

す

る
や

う

に
な

っ
た

。
其
後

、
幾

多

の
之

を
摸

倣

す

る
も

の
を
生

じ

、
銑

に

一
九

=
ニ
コ

一
四
年

に
は

、
當

時

ス
ト

ラ

ス
プ

ル
ク

の
副

市

長

た
り

し

レ
オ

・一
が
濁
逸

市
聯

合
會

へ
報

9)
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億

嗇

し
た
所

に
依

る
と

、
七
十

五

の
獅
逸
市

が
九
十

五

の
混
合
螢

業

(其

の
多

く
は
電
気

、
琵
斯

、
水
道
、
街
鐵
)

に

一
億

二
千
山
ハ
百
萬
馬
克

の
資
本

に
て
闕

典

し
た
と

い
ふ
ま
で

に
進

ん
だ
。
北
勢

は
其
後

盆

々
進
展

し
て

、
今

日

で
は
電
気
事
業

に
て

は
、
猫
逸

に
て
公
費

せ
ら

る
る
電
気

の
細
字

分
が
此

混
合
螢
業

の
供
給

に
か
か
る
と

い

ふ
ほ

ど

で
あ

る
。
其
他

、
街
鐵
、
屍
斯

な
ど

に
も
此
螢
業

が
登
展
し

、
此
等

の
も

の
に
つ
き
長
距
離

鍮
邊

の
上

に
此
螢

業

が
特

に
有
利

を
見

た
。
世
界

大
戦
中

に
は
多
少
其
螢
展

を
阻

止
さ
れ
た
け

れ
ど
も
、
其

れ

で
も
此
間
、
原
料
供

給

に

つ
い
て
此
が

用
ゐ
ら

れ
、
其

は
職
事

の
終

る
と
共

に
止
ん
だ
。
盧
が
其

れ
か
ら
後

、
革

命
及
通
貨
膨
脹
時

代

に
賦
異

々
、
混
合
櫻
業

の
襲
達

の
新

動
機
が
鞭
生

し
涯
、
其
初
め

に
は
固

よ
り
枇
會
化

の
大
波

が
打
寄

せ
來

っ
て

、

大
衆

の
意
向

を
其

方

に
向

は
し

め
、
経
螢

に
於

け
る
経

済
主
義

の
問
題

の
如

き
は
政
治

的
な

る
時
代
要
求

か
ら

し

て
は
背

面

に
退

く

こ
と

と
な

っ
た
。
然

る

に

エ
ル
ッ
ベ
ル
ゲ

ル
の
租
税
改
革

の
結
果

と
し

て
、
市
町
村

の
税
収

入

が
大

に
減
少

す

る
こ
と

に
な
り

、
而

か
も
市
町
村

に
謝

し
て
新

し
き
任
務

が
指
定

せ
ら
れ
て
其
歳
出

を
膨
脹

せ
し

め
、
其

に
属

す

る
経
螢
事
業

か
ら

し

て

一
層
大

な
鯨
剰

を
塞
ぐ

る
の
必
要

に
追
ら

し
め
た
。
か
く

て
肚
會

的
経
管

と

い
ふ
こ
と
と

、
増
牧

必
要
と

い
ふ
も
の
と

の
間

に
矛

盾
を
生

じ
、
烈

し
き
論
争
が
初

ま

っ
た
。
併
し
此

間

に
も

矢

張
り
混
合
螢
業

が
結
局

に
於

て
純
公
螢
業

に
勝

る
鮎

多
き
を
見
出
し
、
随

っ
て
混
合
螢
業

が
益

々
登

屈
す

る
の

大
勢

に
あ

る
。

そ
し
て
前

記

の
ラ
イ

ニ
シ
ゥ

ェ
ス
ト

フ
ァ
リ

ァ
電
気
事
業

杜

は
、
此
種
事
業

の
先

駆

で
あ

っ
た
の

み
で
な
く

、
此
程

の
も
の
の
最
大

の
も

の
だ
が
、
其
株
式

資
本

は

一
九

三
〇
年

に
二
億

四
千
三
百

萬
馬
克

、
準
備

公

私

混

合

管

業

第
三
十
三
巻

四
八

一

第
四
號

五

12)Schmelcher,呂,ユ,0.s.848_849.



公

私

混

合

鼎智
…莱

第
三
十
三
管

四
八
二

第
四
號

六

会
三
千
七
百

三
十

萬
馬
克

で
あ

っ
て
、
其
株

の
多

数

は
公

の
手

に
あ

る
。
中

に
就

き
、
都
市
及
其
他

の
市

町
村
は

四
⊥
ハ
.
八
%
、
普
國

六

.
入
三
%
、
濁
共
和
国

一
・
八
四
%
外

に
優

先
株
三

・
⊥八
三
%

の
割
合

で
あ

る
。
そ
し

て
其
配

當

は

一
九

二
八
1

九
年

に

一
割

に
も
上

ぼ

つ
だ
。
之

が
役
員

の
配
置

を
見

る
の

に

一
九

二
九
年

に
、監

査
役

は
國
、

市

及
郡

の
代
表
者

七
十
九

人

、
工
業

代
表

二
十

一
人

、
自
由
資

本

の
代

表
者
と
し

て
の
銀
行
家

六
人

で
あ
り
、
理

事

會

に
は
私
経
済

代
表

四
人
、
公

の
役
人

五
人

が
樹
立
す

る
と

い
ポ
。

和
蘭

に
て
も
夙

に

一
八
六
三
年

の

鐵

道
會

砒

へ
の

許
可
條
款
巾

に

比
警
裳

D

萌
芽
と

、̀
ふ
べ
き
も

D
.p
ち

つ

,

國
1'
I
I

　
一
.
rノ
ー

」
,'
1
一
一

'
(

一ノ

一'

ヒ

「
'

(
ノ

、〔
げ

た

。
其

に
て
政
府

が
鐵
道
を
建

設
し

て
其
不
動
的
装
置

を
此

に
提
供

し
、
會
肚

た

る
企
業

者

は
動

的
材

料
を
供
し

て
専

ら
之

か
経
管

に
當

り
、

た
だ
純
益

配
當

と
し

て
國

五
分

四
、
企
業

者

五
分

一
を
得

た
と

い
ふ
の
で
あ

る
。

一

九

一
七
年

に
此
國

の
二
大
鐵

道
會
肚
が

利
益
土
ハ同

を
組
織

し

て
同

一
の
理
事
及
監
査
役
を
以

て
経
螢

す

る
や
う

に

な

り
、
更

に

一
九

二
〇
年

に
國

と
鐵
道

會
肚

と
の
協
定

が
出
家

、
國

は
此

二
大
會
肚

に
、
五
分

の
配
當
を
保
護

し
.

其

二
の
も

の
の
中

、

宝
田
署

。
罫
書

=

9

突
互
。
宮
号

。
卿
ρ

に
は
資
本

を

一
千

八
百
萬
グ

川
デ

ン
か
ら

四
千
萬

グ

ル
デ

ン
に
増
資

せ
し
め
、
其

の
二
千

二
百

萬
グ

ル
デ

ン
を
國

に
て
引

受
け

る
こ
と

と
し
、
=
。
】一釜
山
。。
。}拓

嘗

巽
。
=

鱒
ρ

を
し
て
は

二
千

二
百
五
十
萬

ク

ル
デ

ン
の
資

本
を
五
千

萬

グ

ル
デ

ン
に
増
資

せ
し
め
、

二
千
七
百
五
十
萬
グ

ル
デ

ン
を
國

に
て
引
受

く
る

こ
と

と
し
、
か
く
し

て
此

に
國

が
眞

に
此
會
祀

の
最

大
株
主
と

し

て
之

に
墾
掬
す

る

こ
と

に
な
り

、
各
肚
十

一
人

の
取
締

役
中

、
六
人

つ

つ
を
政
府

に
て
指
名

し
、
他

の
五
人
が
無

記
名
株

の
株
主
総

●

・3)Terhalle
,Fw.s.III.
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會

に
て
選

任

さ

る

る

こ
と

と

な

り

、

氣

事

業

に
も
此

が
行

は

れ

た
。

明

か
に
鐵
道

に
混
合
螢
業

が
成

立
す

る
こ
と

に
な

っ
た
o
其
他

、
此
國

に
電

第
二
、
公
私
混
合
讐
業
の
批
判

然

ら
ば
此
公

私
混
合
螢
業

の
長

短
得
失

如

何
と

い
ふ
の
に
、
全
艦
上

に
は
、
此
が
公
螢
業

と
私
螢
業

と

の
中

間

物

と
し

て
、
此

二
の
種
類

の
螢
業

の
長
所

を
兼
ね
併

せ
、
公
益
と
私
益

と
、
商

人
的
精
神
と
公
益
尊

重
と

を
相
當

に
潅

成
す

る

に
役
立

つ
も

の
と

い
ふ
を
得

る
詮

胆

、
尤

も
、
斯

一

し
て
南
春

の
長
所

を
兼
備
す

る
と
同
時

に
、
双

ノ

方

の
短
所

を
も
蒙
俯

し
、
或

は
公
管
業

の
短
所
が
著
し

く
な
り
、
或

は
私
螢
業

の
短
所

が
著
し
く

も
な

る
。
特

に

猫
逸
實

際

の
経
験

に
檄
す

る
と

き
は
、
形
式

上

に
は
公

法
人
が
大

多
敷

の
株

を
有

つ
と

い
ふ
や
う

に
し

て
其
勢
力

が

一
層

多

く
振

び
得

る
や
う

に
な

っ
て
居

る

に
拘
ら
す

、
實
際
上

に
は
矢
張

り
有
力
な

る
資
本
家

の
勢
力

が
大

で

あ
り

、
其
事

業

を
彼

の
意

の
儘

に
操
縦

し
て
、
資
本
家

横
暴

の
弊

を
見

た
と

い
ふ
こ
と

で
あ

り
、
そ
し

て
此

の
如

き
は
国
情

に
よ
り
て
も
異

ら
う
が
、
我
邦

の
現
状

か
ら
推

し
て
見

て
も
、

一
朝
此
程

の
事
業

が
登
達

し
た
と
假
寇

し
て
、
公

法
人
の
代
表
者

必
す
し
も
具

に
国

民
全
膿

の
公
的

利
益

を
代
表

し
意
圖

せ
す

し
て
、
政
黛

利
益

、
其

は

何
れ

の
政
黙

に
せ
よ

つ
ま
り
は
資

本
家

利
益

を
保
護
す

る
に
終

る
こ
と

な
き
や
を
憂

へ
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
。
併

し

唯
だ
其

に
も
拘

ら
す
其

が
全
く
純
然

た

る
民
業

の
時
よ

り
は
公
益
尊
重

に
放

て
何
程

か
、
ま
し
だ
と
は

い

へ
る
し
、

公

私

混

合

管

業

第
三
十
三
巻

四
八
三

第
四
號

七

15)Gargas,a・a・0・s・25'9・263・265.
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公

私

混

合

管

渠

第
三
十
三
巻

四
八
四

第
四
號

八

叉
商

人

的

経

済

的

な

る
経

螢

に
於

て
純

公

螢

業

に
勝

る
と

は

い

へ
や

う

。
真

庭

が

此

螢
業

の
特

徴

と

し

て
其

に
存

立

慣

値

を

有

た
し

め
得

る

の

で
あ

る
。

(註
四
)

ウ
イ
デ
ン
フ
ェ
ル
ト
は
、
公
共
的
敵冒
業
の
指
導
者
精
神
と
し
て
存
し
な
く
て
は
な
ら
ね
所
の
私
裡
濟
的
及
祀
會
的
の
感
情
の
混
在
と
い

ふ
ζ
と
が
、
混
合
螢
業
の
理
事
機
關
の
成
形
に
於
て
其
直
接
の
並
行
を
見
出
す
と
い
・弧
。

更

に
之

を
細

目

に
亙

り

て
箇
別
的

に
観
察

し
や
う
。
第

一
、
経
螢
技

術
上

(随

っ
て
其
が
國
民
経
済

上
、
財
政

勒

上

に
も
及

び
得

る
が
)

に
経
済

的
だ
と

い
ふ
長
所
が
明

か

に
看
取

し
得

る
。
其

に
て
確

か
に
公
螢
業

に
勝

り

、
そ

し

て
私
螢

業

に
さ

へ
も
勝

63
貼
が
あ

る
。
兎
角

、
公
螢
業

だ
と
繁
文
縛
禮

で
非
商
人
的

で
あ

り
、
機
敏

な

る
活
動

鋤

を
爲
し
得

ぬ
の
に
、
混
合
螢
業

だ
と
此
鮎

に
て
は
民
業

と
齊

し
く
常
務

者

に
自
由
裁

量

の
鯨
地

が
大

に
與

へ
ら

れ

、

て
其
責
任

に
於

て
機
敏

な
る
仕
事

が
行

は
れ
る

。
そ
し

て
之

れ

に
よ
り

て
巧

み
に
且

つ
速
か

に
損
失

を
避
け
利
益

物

を
計

る
の
威
置
を
爲

し
、
全

く
商
人
的

に
動

く
。
其

れ

で
純
公
業

に
勝

る
の

で
あ

る
の
だ
が
、
純
私
螢

に
も
勝

る

と

い
ふ
の

は
、
其

の
行

は

る
る
公
益
的
事

業

に
は
自

ら
進

路

の
使
用
其
他

に
關

し
屡

々
公
團
艦
と

の
交
渉

を
要

し

て
而

も
、
其

が
民
業

の
と
き

に
は
却

々
六

つ
か
し

い
こ
と
を

い
は
れ

て
困
ら
な
け

れ
ば

な
ら

諏
の

に
、
混
合
螢
業

だ

と
、
此

公
團
艦
と

の
交
渉

が
容
易

と
な
ゲ

、
其
團
膿

が
数

多

の
も

の

に
亙

る
と
き

の
如

き
、
洵

に
便

利

で
あ

る
。

此

黙

に
於

て
民
業

に
も
ま

さ
り

て
有

利

で
あ

る
。
其
他

、
混
合
螢
業

の
経

管

上
有
利
な
鮎

に
は
資
本
を
集

め

る
の

に
、
純
私
菅
業

よ
り
も
純
公
螢
業

よ
り
も
容
易
だ
と

い
ふ
こ
と

が
あ

る
。

公
管
業

の
下

に
公
債

を
起
す

こ
と

は
、

17)
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動
も
す
れ
ば
、
公
團

膿

の
財
政

々
策

に
、
例
之

、
非
募
債
主
義

な

ど
に
妨
げ

ら
れ
て
途

に
好
機
を
逸
す

る
こ
ど

の
あ

る
の
に
、
混
合
管
業

に
て
は
之

な
き
を
得

る
し

其

瓢
を

別
と
し

て
も

小
さ
な

公
共
團
膿
と
な

る
と
信
用

も
乏
し

く
、
又

は
投
資
家

の
興
味
が
薄

く
、
其
爲

め
必
要
な
起
債
が
容
易
な
ら

ぬ
こ
と

で
あ

る
の
に
、
混
合
螢
業

に
は
出

資
者
磨
募
者

を
刺

戟
す

る
の
力

が
あ
ボ
。
之

を
民
業

と
比
較

し

て
も
、
此

混
合
螢
業

に
て
は
公
的
分
子

の
加

は
る

だ
け
軍

な

る
民
業

に
比
し
て
信

用
が
大

で
、
其

に
於

け

る
よ
り
も
多
少
低

き
利
子

の
資
金
を
使
ひ
得

る
の
利
が
あ

る
。
そ
れ
か
ら
人
的
元
素
を
集

め

る
貼

に
て
は
、
何
程
か
純
民
業

よ
b

も
安

く
入
を
使

ひ
得

る
可
能
性

も
あ

り
、

純
公
螢

業

だ
」
、
勤

・b
す
れ
ば
政
蕪

子
孫

か
ら

し
ギ
、
無
能
者

が
入
り
来

る
悪
が
あ

る
の
に
、
混
合
管
楽

で
は
此

に
煩

は
さ
れ
す
適
當
堪
能

な

る
人

の
み
を
選

み
入

れ

る
可
能
性

が
大

で
あ

っ
て
、
適

材
適
所
と

い
ふ
。ひ
と
が
行

は
れ
、

官
僚
式

な

る
公
螢
業

に
て
は
唯
年
長
者
老

巧
看

た
る
の
故

に
の

み
上
司
と

な

る
傾

が
大

い
の

に
、
混
合
螢
業

に
て

は
客
観

力

の
能
力

に
よ
り

て
用

ゐ
ら

る
る
傾
が
あ

っ
て
、
此
鮎

か
ら

し
て
も
同

一
の
結
果
と
な

る
。
更
ら

に
純

公

替
業

の
場
合

の
や
う

に
政
熬

干
係

か
ら

其
當
路
者

が
頻
繁

に
交

代

す

る
と

い
ふ
こ
と
も
少
き
を
得

る
。
其

か
ら
公

團
髄
と

の
交
渉

、
外
部

と

の
交
渉

に
つ
い
て
も
、
混

合
螢
業

が
純

私
瞥
業

に
比

し
て
公
團
艦
と

の
交
渉

上

に
便
利

な

こ
と

は
前

に
も

い
ふ
た
が
、
敷

地

方
團
膿

に
亙

り

て
維
螢

す

る
を
有

利
と
す

る
場
合

に
は
、
純

公
警
業

と

て
も

他

の
公

園
膿
と
交

渉
し
な

け
れ
ば
な
ら

す
。
其
が
可
な
り

に
面
倒

で
あ

る
の
に
、
此

混
合
螢
業

な
ら
ば
此

に
就

き

ゆ

一
層
容
易

で
あ

り
、
即
ち
此

鮎

に
て
は
純
公
螢
業

に
も
勝
り

、
誉
業

上

の
相
手

た

る

べ
き
螢
業
者

(例
之

、
電
気

公

私

混
.合

瞥

業

第
三
十
三
巻

四
八
五

第
四
號

九
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、

公

私

混

合

管

楽

第
三
+
三
巻

四
八
六

第
四
號

一
〇

を
買

入

れ
や
う
と

い
ふ
工
業
者
)

か
ら

い
ふ
て
も
、
純

公
瞥
業
を
相
手

と
し

て
交
渉

し
な

く
て
は
な
ら

蹟
と

き

に

は
、
當
局

者
が
政
黛
利
益

を
代
表

し
、
不
公
準

な

る
扱
を
駕
す

る
の
掛
念

あ
り

て
、
之

を
不
快

と
す

る
も

の
だ
が
、

混
合
粟

に
掌

・
と
き
に
は
・
此
心
配
は
少
く
な
り
・
随
っ
て
此
混
合
粟

が
信
肚
を
得
る
質

㌫

い
ふ
ア」

と
も
あ

る
。
此

へ
の
供
給
者
が
此
螢
業

に

關

與
す

る
こ
と

に
よ
り
て

確
實

な

る

大

な

販
路

を
有

ち
得

る
と

い
ふ

こ
と
も
あ

っ
て
、
企
業

の
合

理
化

に
貢
献
す

る
。
特

に
此
混
合
螢
業

が
電
気

に
適
す

る
と

い
ふ
こ
と
は
、
電
気

料

金

の
計
算

が
面
倒

で
あ

っ
て
、
公
楼
業

に
は
適

せ

鴫
と

い
ふ
こ
と
、
電
氣

の
需

要

と
供
給
と

の

一
致

が
特

に
狭
き

地

方

に
て
は
困
難

で
あ

り
、
最
高
需
要

を
充

た
す
が
矯

め

に
は
李
素

不
要

の
準
備

を
爲

さ
ざ

る

べ
か
ら
ず
し

て
不

経
済

で
あ
り

、
特

に
狭
き
特
定
地
域

だ
と
兎
角

、
同

種
産
業

が
登
達

し
て
最
高
需

要
期
が

一
の
時

期

に
集
ま

る
の

に
、
大
規

模

に
廣

き
地
域

に
亙

b
て
色

々
の
種
類

の
産

業

を
包
容

す

る
と
き

に
は
其
需
要

の
過

不

足
を
適
度

に
補

足

し
て
安

く
供
給

し
得

る
こ
と

(
随

っ
て
純
蚕
業

に
適

せ
ざ

る
の
み
な
ら

す
、
雑
然

た
る
分
立
し

た

る
民
業

に
も

適

せ
ざ

る
こ
と
)
、
更

に
途
電
費
が
距
離

の
遠

近

に
慮

す

る
の
だ

か
ら

.
各
登
電
所
を
中
心
と
し

て

一
定
距
離

の
庭

へ
供
給

す

る
や
う

、
政
治
上

の
地
域

を
離

れ
て
、
全

く
技

術
的

の
匿
域

に
て
共
同
経
螢

す
る
を

利
と
す

る
こ
と

か

ら
来

る
の
で
あ

る
。
終
り

に
経
管

上

の
立
場

か
ら

し

て

一
つ
、
此

混
合
管
業
が
純
公
螢
業

に
比

し

て
劣

る
鮎
を
求

む

る
と

、
其

は
前
者

に
は
税

が
か
か

る
の
に
後
者

に
は
此

が
か
か
ら
す
、
其
爲

め

に
濁
逸

で
も
他

の
鮎

に
て
混
合

螢
業

が
勝

る
に
拘

ら
ず
公
螢
業

を
選
む

も

の
が
あ

る
と
び

ふ
こ
と
だ
。
併

し
其
は
混
合
螢
業

の
本
来

の
弱
瓢

で
は

29)
30)
31)
32)
33)

Schエnelcher,ebenda.

Schmelcher,ebenda.

Devin,a・a.0・s.38.

Schmelcher,a.a.0.s .8斗8.

Schm・lch・ い ・ ・.O.85・.M・1 ,Lehrbuchd.Fw・5・356・



な
く
、
課
税

政
策

と
し

て
は
、
純
公
螢
業

に
も
相
當

の
課
税
が
望
ま

し
く
、若

も
之

に
免
税

す

る
と

い
ふ
な
ら
ば
、

同
種

の
混
合
螢
業

に
も
何
等

か

の
租
税

恩
典
を
與

へ
て
良

い
。

第

二

に
國

民
経
濟

上

か
ら
見

る
と

、
前
記
経
螢
技
術

上
好
都
合

で
あ

り
、
確

か

に
此

に
て
公
螢
業

に
勝

り
、
そ

し
て
民
業

に
も
勝

る
も

の
あ
り
と

い
ふ
こ
と

は
、

つ
ま
b
同

一
の
事
業

を

一
層

小
費

用

た
ら
し
め

、

一
層
大
利
潤

を
得

し
め

る
課

で
あ

っ
て
、
其
鮎

に
て
国

民
経
済
上

に
も
有

利
と

い
ふ
こ
と
が
出
来

る
。
其

の
如
何

に
よ
り
多

く

有
利

か
と

い
ふ
こ
と

は
比
較

の
六

つ
か
し
き
も

の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
暫
ら

く

一
九

二
二
ー

一
四
年

に
、

ス
ト
ラ

ス
プ

川
グ
刮

市
長

レ
ォ

ニ
が
、
濁
逸
市

聯
合
會

に
提
出

し
た
報
告

に
よ

る
と
、
常
時

蜘

に
七
+

五
の
濁
逸

の
都
市

が
九
十

五

の
混
合
管
業

(多

く
は
電
気

、
死
期
、
水
道

、
街
鐵
)

に

一
億

二
千
⊥
ハ
百

萬
馬
克

の
資
本
を
以

て
墾
加

し
た
こ
と
は
前

に
も
指
摘

し
た
が
、
此
等

の
事
業

の
中

、
混
合
螢
業

た

る
電
気
事
業

は

、
其
生
産
費

に
於

て
、
純
然

た

る
市
警
事
業

に
比

し
て
、
}
キ

ロ
ワ

ッ
ト
時

に

つ
き
三
布

つ

つ
安

く
、
此
種

の
都
市
事

業
が
凡

べ
て
混
合
螢
業

に

改
め
ら
れ
沈
と
し

た
ら

、
三
+

億

キ

・
フ

・
ト
時

の
生
産

に
つ

い
て

一
億
馬
克

の
節

約
を
濁
逸

国
民
経
濟

に
與

へ

得

た
で
あ
ら
う
と

い
ふ
て
居

る
の
に
よ
り

て
其
経
済

的
数

果

の
人

な

る
を
察

し
得

る
。
特

に
叉

、
公
螢

全
盛

と
も

な
ら
ば
此
種
事
業

の
経
管
者
企
業
者

に
し

て
適
當
な

る
活
動

の
地
位

を
得
な

か

っ
た

で
あ
ら
う
人
も
此

混
合
螢
業

あ

る
に
よ
り
て
相

當

の
地
位

を
得

て
其
能
率

を
登
挿

し
、
而

も
軍
な

る
資

本
家
債
権
者

と
し
て

で
な
く
、
直
接

の

企
業

稽
當
者
と
な

っ
て
十
分

に
活
動

す

る
こ
と
が
出
家

、
此
種
混
合
螢
業

が
な

か

っ
た
な
ら
ば

、
内
因

の
資
本

も

公

私

混

合

瞥

業

第
三
十
三
巷

四
八
七

第
四
號

一
一

34) SchIllelcher,εL旦.0.s,8斗g.



公

私

混

合

管

業

第
三
十
三
巻

四
八
八

第
四
號

一
二

用
ゆ

る
に
適

當

の
場
所
な

く
、
或

は
海
外

に
出

て
往

つ
た

で
あ
ら
う
も

の
が

、
此

に
有

利
な

る
活

用

の
途
を
見
出

し

て
、

一
層
多

く

の
能
率

を
登
揮

し
、
其

増
殖

を
進

め

る
の
み
な
ら
す

、
其
が
海
外

に
於

て
で
な

く
し

て
園

内

に

利
用
さ

る

る
だ

け
、
其
國

の
有

つ
天
然

資

源

の
開
登

を
助

け
、
其
國

の
勢

働
者
無
産

者

の
大
衆

に
、

一
暦
多

く
の

仕
事
を
授

け

る
こ
と

に
も
な

る
。
其
筈

は
何

れ
も
国

民
経
済

の
全
髄

に
と

り

て
有
益

と

し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。

第

三

に
は
、
公
益
及
肚
會

政
策

上
か
ら

い
ふ
と

、
此
混
合
螢
業

下

に
は
、
假
令

、
公
螢
業
下

と
同
慶

で
は
な

い

に
せ
よ
、
公

益
尊
重
が
自
ら
相
當

に
行

は

れ
る
。
純

民
業

と

は
異

り
て
、

政
府

の
株
主

利
益

も
加

は
り
、
政
府

の

監

督
統
制

が
内

部
的

且

つ
直
接
的

に
も
及

ん

で
、
公
益

に
反
し
た

る
経
螢

を
行
は
ず
、
公

益
を
尊

重
し
保
護

す

る

鋤

こ
と

に
努

力

す

る
や
う

に
な

る
。
帥
ち
此
縄
螢

に
於

て

は
資
本
家

と
し

て
の
私
経
濟
的

利
益

の
外

に
、
消
費
者

の

利
益

、
勢
働

者

の
利
益

を
も
相
當

に
計

り

て
、
此
が
公
益

上
、
肚
會

政
策

上
有
殻
有
益

で
あ
り
得

る
。
詳
し
く

い

ふ
と
、
消
費

者

の
爲

め

に
料

金
を
安

く
し

、
輩
な

る
濁
占

的
民
業

の
と
き
よ
り
も
安

く
し
、
並

に
箪

な

る
民
業

で

あ

っ
た
な
ら
ば
手

を
着

け
な

い
や
う
な

最

小

に
し

て

最

不
利
な

る

地

方

に
も

供
給
網
を
普

及
す

る
こ
と
が
出
来

　

に

る
α
勢
働
者

の
薦

め

に
は
給

料
其
他

の
待

遇
を
純

民
業

の
と

き
よ
b
は

=
暦
良

く
す

る
こ
と

に
も
な

る
。
そ
し
て

公

益
企
業

と

せ
ら
れ

る
や
う

な
螢
業

に
あ

り
て
は
此
公
益

上

の
利
益

は
特

に
重
大

で
あ

る
。
併

し
實
際

に
は
此

混

合
螢
業

に
於

て
、
資
本
家

の
勢

力

が
大

で
め

つ
て
、
公
益
及
肚
會

政
策

よ
り

は
、
商
人
的
螢
利
的
打
算

に
偏

す
る

嫌
あ
り
と

い
ふ
こ
と
は
前

に
も

い
ふ
通
り

で
、
此
鮎
、
荷

ほ
純
公
螢
業

に
比
し
て
劣

る
と

し
な
け
れ
ば

な
ら

ぬ
が
、

35)
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併

し
前

に
い
ふ
繧
濟
上
経
螢

上

の
長

所
も
あ

る

の
だ
か
ら

し
て
忍

ぶ

こ
と
の
出
来

鎗
も

の
で
は
な

い
。
特

に
叉
元

来
公
益
と
私
益

と

の
両
立
調
和

の
六

つ
か
し

い
も

の
だ

と

い
ふ
こ
と

に
考

へ
及

ぶ
な
ら
ば

、
此
位

の
事

も
辛
棒

の

出
来

ぬ
こ
と

で
は
な

い
。
特

に
斯
や

う

に
し

て
資
本
家

的
勢
力

に
支

配

せ
ら

る
る
可
能
性

は
あ
り
と
も
、
兎
も
角

、

公
国
膿

の
代
表

も
あ
り

て
之

を
牽
制

し
、
公
團
艦

の
間

に
も
種

々
異

り

た
る
目
的
を
有

つ
も

の
が
あ
り

、
或

は
消

費
者

と
し

て
の
利
益

に
重

き
を
置

一
も
あ

れ
ば

、
或

は
配
當
利
益

に
重
き
を
置

一

あ
り

て
、
結
局

、
理
事
者
と

し
て
は
相
當

に
反
射
す

る
利
益
を
尋
堆

し
調
和

す

る
外
な

き
こ
と

に
な

る
か
ら
、
其
弊
害

と

せ
ら

る
る
も

の
が
假

笹

児
ば

陣
℃
と
し
て
も
甚

し

專
に
は
及
ば
牽

し
て
濟

支
う
。

ノ

ヨ

ー

糞

第

四

に
財
政

上

に
は
、
上

に
い
ふ
や
う

に

混
合
螢
業

が
純

公
螢
業

よ
り

は

一
層

に

経
済

的

た
り

得

る
だ
け

に

て
、
政
府

の
同

一
の
資
本

投
下

に
て
も

一
暦
多
大

な

る
鯨
剰

を
暴
げ

得

て

財
政
の

材
料
を
豊

か

に
す

る
ば
か
り

で
な

く
、
恐
ら

く
は
叉
直

接
公
経
螢

の
場
合

よ
り
も
其
純

益
収

入
が

一
層
李
準
し
動
揺
少
き

こ
と

を
得

て
、
此

鮎

に
て
も
豫
算

上

に
は
好
都

合

で
あ

る
。
勿
論
其

が
民
螢
業

た

る
場
合

に
は
自

ら
政
府

と
し
て
は
租
税
牧
人

に
よ
り

て
立

つ
こ
と

に
な
り

、
其

が
混
合
螢

業
牧

人

に
比

し

て

一
層

動
揺

少

き
を
得

る
と
も
考

へ
ら

る
る
が
、
併

し
其

租

税
収

入
と

て
も
、
経
済
界

の
動
揺
鍵

化

に
よ
り

て
其
安
定

を
侵

さ
れ
な

い
課

に
往

か
す
、
丁
度
混

合
螢
業

に
て
其

よ
り
政
府

の
牧

む

る
利
益
金

の
動
揺

す

る
が
如

き
場
合

に
は
、
啓

し
く
租
税
牧

人
も
動
揺

す

る
こ
と
と
な

る
を
免

れ

ぬ
で
あ
ら
う
。

そ
し
て
其

混
合
螢
業

か
ら

し
て
政
府

の
牧

む

る
所

の
除
剰
利
益
は
恐
ら

く
は
、
同

一
事
業

か
ら

.公

私

混

合

醤

業

第
三
十
三
谷

、
四
八
九

第
四
號

=
二
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公

私

混

合

管

業

第
三
十
三
巻

四
九
O

第
四
時
制

倒

彼
の
肱
む
る
普
通
の
税
牧
入
に
比
し
て
一
層
大
な
る
を
得
ゃ
う
。
偲
令
、
別
に
政
府
が
之
が
投
資
の
矯
め
に
会
債

を
起
し
て
居
た
と
し
て
も
、
夫
の
徐
剰
は
此
が
利
子
携
を
も
格
に
補
ふ
こ
'
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
と
推
測
サ
ら
る

る
。
尤
・
も
此
賠
に
な
る
と
、
事
情
に
よ
り
て
簡
単
に
は
い
び
粂
ね
る
が
、
偲
り
に
其
れ
だ
け
多
〈
の
偉
剰
の
生
じ

な
い
と
し
て
も
、
別
に
此
混
合
管
業
奉
加
に
よ
り
て
生
子
べ
き
公
益
の
保
護
と
い
ふ
無
形
の
利
盆
色
め
る
か
ら
し

て
、
其
あ
る
の
故
に
此
混
合
替
業
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
又
之
を
夫

ω純
公
M

官
業
と
比
較
し
て
、
今
日

ω
や
う
に
公
管
業
一
か
大
な
赤
字
を
も
出
さ
う
と
し
、
少
〈
と
る
大
な
珠
算
外
れ
セ
し
て
財
政
令
}
苦
し
め
石
場
合
に

も
.
畑
出
合
管
業
な
ら
ば
、
公
勝
目
業
主
り
は
機
敏
に
巧
妙
に
臆
念
の
慮
埋
骨
し
て
、
斯
か
る
弊
害
ぞ
少
か
ら
し
め
る

こ
と
が
出
来
ゃ
う
。

第
五
に
政
治
上
に
は
、
此
混
合
管
業
に
よ
り
て
夫
の
会
管
業
と
異
り
、
実
の
公
管
業
の
場
合
の
政
治
上
の
昨
害

か
ら
し
て
解
放
し
得
る
(
何
日
Q
O
}正
丘
町

Mhgm)
左
い
ふ
こ
と
が
、
普
通
に
い
は
れ
る
。
純
益
業
な
れ
は
、
公
行
政
の

局
に
営
る
政
治
家
、
政
薫
者
慌
が
勝
手
に
其
経
営
を
行
ひ
、
之
eg自
己
の
仲
間
の
者
の
利
益
に
供
す
る
o

現
に
我

固
に
で
も
官
公
業
に
つ
い
て
其
弊
に
堪
へ
な
い
。
然
る
に
混
令
管
業
と
な
れ
ば
、
実
に
政
治
家
ば
か
り
で
な
く
、

資
本
家
色
占
星
加
し
て
、
此
に
於
て
政
治
家
の
み
の
考
に
て
は
行
は
れ
字
、
其
れ
で
全
く
政
治
家
の
勢
力
が
入
ら
ぬ

と
い
ふ
の
で
は
な
い
け
れ
ど
色
、
其
が
入
り
悪
く
な
り
‘
又
は
少
く
と
も
之
を
宏
制
す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
実
事

業
が
公
正
に
又
粧
梼
的
に
行
は
れ
る
や
う
に
な
る
正
い
ふ
の
で
あ
る
。
併
し
進
ん
で
観
察
す
る
と
き
に
特
に
濁
逸

Schme1cher， :1. 0. O. s. 85 r. Terhalle， il. a. (). s. 9i 40) 



の
経
験

に
徴
す

る
と
き

に
、
根
合

、
名
義

上
公
園
膿
が
私
人
資
本
家

よ
り
も
優
勢

な

る
こ
と

に
な

っ
て
居

っ
て
も
、

事
實

上

は
、
之

に
参
加
す

る
資

本
家

企
業

者

に
し
て
経
駿
智
識

の
多

分

に
あ

る
有
力

者
が
事
實

上

の
指
導
者

と
な

っ
て
、
其

の
意

の
儘

に
振
舞

ふ
こ
と

に
な

り
、
其

間

に
は
資
本
家
が
政
治
家

と
結
託

し

て
、
政
治
を
腐

敗
さ

せ
る

と

い
ふ
こ
と

に
も
な

る
。
か
く

て
此

に
よ
り
私
経
済

的
利
益
を
計

る
に
重
き

を
置

い
て
、
公
益

、
即
ち
消
費

者
や

勢
働

者
使

用
人
等

の
利
益

を
二
次
的
と
す

る
こ
と

に
も
な

る
。
即

ち
之

に
よ
り
政
治

上

の
弊
害

を
除

き

た
り
と
思

ふ
は
皮

相

で
あ

っ
て
、
却

っ
て
政
治
上

の
弊
害

を
別
の
形

に
て
作

る
に
止
ま

る
と

い
ふ
こ
と

に
も
な

る
。
併

し
,

さ
　

い
ふ
に
か
ら

と

て
混
合
菅
薦

が
政
治

上
の
弊

害

に
放

て
純

分
螢
叢

よ
り

も

　
層
大

い
と

い
ふ
の
で
ば
な

く
.

更

に
純
配
管
業
な
ら
ば

一
層
良

い
か
と

い
ふ
と

、
此
場
合
と

て
も
民

間
資
本
家

が
政
治
家

を
買

牧
し

て
其
利
を
計

る
と

い
ふ
こ
と

は
あ

る
。
所

詮

、
政
治
家

の
改
善

さ
れ
な

い
以

上
、
歪
な
国

民
大
衆

の
政
治
自

畳

の
完
成
せ

兎
以

上
何
と
し

て
も
政
治

上

の
弊
害

か
ら
し

て
解

放

さ
れ
る
こ
と

は
⊥ハ
つ
か
し

い
。
だ
か
ら
し

て
此

に

い
ふ
弊
害

は
暫

ら

く
現
状

の
下

に
は
辛
棒

す

る
外
な
き
も

の

で
あ
る
。

結

目

以
上
要
之
、
混
合
螢
業

の
意

義
其

も
の
が
多

少
不

明
だ
が
、
其

は
設
立
資
本
と
理
事
者
随

て
、
指

導
精
神

と

に

於

て
、
公
私

の
元
素
混
在
す

る
螢
業
と

し
て
過

ち
な

い
。
其

は
濁
逸

に
良

く
登
達

し
て
居

る
が

、
其
他

の
國

に
も

公

私

混

合

瞥

業

第
三
十
三
巻

四
九
一

第
四
號

一
五

4i)Schi飢a・a・0・s・76-77・



公

私

混

合

誉

業

第
三
十
三
巻

四
九
二

第
四
號

一
六

行

は
れ
、
或
度

ま

で
成

功
し
て
居

る
。
鉄
砧
も
あ

り
て
絶
樹

に
良

い
も

の
と

は

い

へ
な

い
が

、
併

し
其

の
経
濟
的

経
螢

の
可
能
な

る
貼

、
公
益

の
相
當

に
尊

重

せ
ら

る
る
鮎

、
財
政

に
も
調
法
な

る
鮎
な
ど
を
擧
げ
來

る
と
、
其

の

萬
更

ら
棄

て
た

も
の
で
な

い
事

を
見
出
す
。
併

し
此

公
益
事

業

を
如
何

な

る
種

類

の
組

織

に
て
経
賛
す

る

の
が
適

働

當

か
と

い
ふ
こ
と

に
つ

い
て
は

、
其
國

々
の
特
有

の
事
情

に
も
考

合

せ
て
見
な

く
て
は
な
ら

す
、
現
在

も

つ
凡

べ

て

の
國
及
地

方
螢
業

を
か
か

る
方
法

に
よ
り

て
會
肚
組
織

に
移

す

の
も
考
物

で
あ
b
、
或

は
其

の

一
部

の
も

の
を

試

み

に
此
混
合
管
業

に
移

し

て
其

の
常
香
を
判
断

す

る
資
料

と
し

て
も
良

か
ら

う
し
、
又
事
業

に
よ

り
て
は
例
之

、

電
気

事
業
な
ど

の
如

き

に
な

る
と

、
技
術
上

か
ら

し

て
特

に
此

が
適
切
だ
と

い
ふ
こ
と

も
あ

る
か
ら

、
之

を
採
用

し

て
も
、
多
分
失

望
す

る
こ
と

は
あ

る
ま

い
。

け
れ
ど
も
右

の
如

く
何
分

に
も
若

干

の
疑
問

が
あ
b

、
特

に
我
邦

に
て
の
適

否

に

つ
い
て
の
心
配

も
あ

る
こ
と
だ

か
ら

、
凡

べ
て
の
現
在
国
警
叉

は
地
方
螢

た

る
も

の
に
つ

い
て
は

之

を
採
ら
す
,
其

の
最
適
切
な

り
と
す

る
も

の
の
み
に
之

を
及

ぼ
し
、
其
他

の
國

及
地
方
螢

の
事
業

に
あ
り

て
は
、

其

に
特
有
な

る
不
経
済

的
だ
と

い
ふ
映
鮎
を
排
除

す

る
薦

め

に
、
及
政
治

上

の
弊
害
を
も
緩

め
る
爲

め

に
、
其
事

業
を

各

一
の
濁

立
會
肚

に
改

め
、
政
府

は
軍

に
之

が
株
式

の

み
を
有

し

て
之

が
配
當

に
與

か
り
、
會
肚

の
経
警

邏

輻

に
は

別

に

適

當
有
能

の

士
を

任
命

し
て

其
待

遇
を

十

二
分

に
し
、
縦

横

に

其
才
能

を

振
は
し

て
は
何
う

か

(註
五
)、
或

は
斯

か

る
會
肚

を
創
設

せ
す
と
も
、
在

来

の
儘
、
國

又

は
地

方
の
名
義

の
下

に
、

一
般
行
政

と
は
猫

立

し
た

る
事
業

部

の
管

理

に
置

き

(國

な

れ
ば
事

業
省

の
下

に
置

く
)
、其

主
麟
者
を
優
遇
し

て
其
管

理

に
つ
き
十
分

4・)Pi,・u.P・ ・blldnan・ ・.P,42.
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'

に
其

手
腕
を
振

は
し
む

る
や

う
な
組
織

を
考

へ
て
も
良

い
(註
六
)
、
之

に
つ
き
其
成

否
は
當
局

に
人

を
得

る
と
否
と

に
か
か

る
が

、
併

し
今

日

の
政
治

の
前

提

の
下

に
あ
り

て
は
、
組

織

を
伺

う
し

た
と
し

て
も
、
満
足
な

る
結

果
を

牧

め

る
こ
と

は
六

つ
か
し

い
。
肝
。

郵
、

(
註

五
)

此
種

の
も

の
を
も
混
合
醤
業

と

い
ふ
見
方

も
あ

る
が
、

私
は
前

に
も

い
ふ
通

り
其
を
探

ら
ず

と
し
て
、
俗

で
其
貸
倒
は
濁
逸

に
多

い
・

の
蜀

逸

の
ラ
イ

ヒ
ス
ク

レ
ヂ

ツ
ト
蘇

式
會
辻

が
、
止
れ

で
、
其
資

本

の
全
部

が
猫

逸
共
和
國

に
属

し
、
其
管

理
は
凡

べ
て
役
人

に
よ
り
行
は
れ

弱

る

。

併

し

其

は

私

法

上

の
形

式

に

よ

る

。

仙

一
九

二

四

年

、

猫

逸

の
一図

有

鐵

道

が

}
の
株

式

會

杜

に
任

か

さ

れ

、

之

が
資

本

は

百

五

十
省
心
馬

克

と

し

、

勾

、
二

L下
帯
心
高

琶

丼

遜

も

朱

、
野

三

--

司
1
一
.
r

l

■
一
{
1

み
τ
'
,'
イ
駈
」
ノ
イ

,一
=
一

+
億
馬
克
が
基
本
枡
と
し
、
後
者
は
凡
ぺ
漏

壷

ハ
和
国

の
も

の
で
あ
勢
、
前
者
即
ち
無
記
名
優
先
株
の
賃
上
代
金

の
四
分

碁

蜀
逸
國

に
締

し
、
真
盛
が
流
動
債
務

の
支
辨

と
設
備
改
頁
と
に
向
け
ら
れ
、
此
が
今
日
は
圭
と
し
て
、
濁
逸

の
賠
償
金
支
辨

の
役
目
を
勤
め
る
が
、
此
賠
償

　

義
務

が
輕
減

さ
れ
叉

は
清

減

し
た
曉

に
は
、
大
な
牧
人
を
濁
逸
國

に
供

す
る

こ
と

ふ
な
ら

54
。

⑥

一
九

二
三
年

に
猫
逸
共

和
国

有

の
工
業
企
業

及
其
闕
典

が
合

同
産
業

株
式
會

肚

(く
①邑

三
鵬
δ

H5
・訂

窪
[窪
艮
①
二
色
巨

二
謁
9

♪
一・号
薦

。。・。
F

猛。一ゴ諏
p)
と

い
ふ

　
の
曾

杜

に
纏

め
ら
れ
た
。
か
く

て
其

の
共

和
國

の
手

に
あ
る
全

曇
株
式
資
本

は

一
億

六
千
萬

馬
克
。
㎝
九

三
〇
年

三
月
末

に
於

量
る
未
携
込

二
千
九
百

二
十
萬

馬
克

、
と
し
、
此

外

に
六
千

七
百
二
十
萬
馬
克

の
債
券
を

螢
行

し
、

三
千
三
百

八
十
萬

馬
克

の
積
立

金

を
以

て

活
動

し

て
居

る
。
配
當
は
最
近

二
年
間

は
年

八
分

で
あ

っ
た
。
其
闕

典
及
證
券

は
帳
簿

上

二
億

四
千
萬
馬
克

に
上
る
。
其
内
容

は
左

の
通

り
。

㈲

銀

行

及

信
…託

會

肚

ー

ラ

イ

ヒ

ス

・
ク

レ

ヂ

ッ

ト
株

式

會

肚

の
沓
子
中
の

一
〇

〇

%

、

ド

イ

ツ

チ

エ

ン
・
レ

フ

イ

ジ

オ

ン

ス

・
ウ

ン

ト

。
ト

ロ

イ

ハ
ン
ド
株

式
會
一計
一の
資

本

の
七
〇
.%
、

ω

電
気

粟

ー

エ

・
ク

占

豊

ル
ケ
株
式
宮

社

の
資

本

の

一
〇
〇
%

、
オ
ス
ト
プ

・
イ

セ
ン
・
皇

ル
ク
株

式
會

肚

の
四

一
・
一三

劣

オ

ス

ト

.
ク

ラ

フ

ト

ゥ

エ

ル

ク

株

式

會

肚

の

二

三

%

、

ウ

エ

ル

テ

ン

ペ

ル

ギ

ツ

シ

エ

ン

・
ラ

ン
ヂ

ス

・
エ

レ

ク

ト

リ

チ

テ

ー

ト
株

式

會

肚

の

二

八

・

公

私

混

合

螢

業

第
三
+
三
巻

四
九
三

第
四
號

;

44)
45)
46)

、Vredenfeld,a.a.0.s.6L
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公

私

混

合

晒営

業

第

三

十

三

巷

四

九

四

第

四

號

一
八

九

九

%

、

ラ

イ

昌

シ

・
ワ

エ

ス

ト

フ

エ
リ

ツ

シ

エ

ス

・
エ

レ

ク

ト

リ

チ

テ

ー

ト

・
ウ

エ

ル

ク

株

式

會

砒

の

八

・
六

%

、
シ

ユ

レ
ジ

シ

エ

ン
・
エ

レ

ク

ト

リ

チ

テ

ー

ト
及

瓦

斯

株

式

會

肚

の

三

・
=

一
%

、

ω

ア

〃

・・こ

;

ー

ム

工

業

ー

フ

エ

ル

ア

イ

昌
i

ヒ

テ

ン

・
ア

ル

ミ

=
ウ

ム

・
ウ

エ

ル

ケ

株

式

會

祓

の

九

九

・
九

五

%

、

イ

ン
ウ

ェ

ル

ク

ス

・

バ

イ

リ

ツ

シ

エ

・
ア

ル

ミ

ニ
ウ

ム
株

式

會
一社

の
九

〇

・
九

一
%

、

ベ

ル

ビ

。
ヘ

ク

マ

ン
・
セ

ル

フ

エ
株

式

宮

社

の

一
八

・
%

、

の

石
灰
窒
素
工
業
ー

ミ
ッ
テ
ル
ド
イ

ツ
チ

エ
・窒
素

工
業
株
式
會

瀧
及

バ
イ
リ

ッ
シ
エ
。
ク
ラ

フ
ト
ウ

ェ
ル
ケ
一株
式
會

杜

の

一
〇
〇
　・
%
、

(

.

ア

ル
ツ
ウ

エ
ル
ケ
有

限
責

任
倉
耳
肛
の
五
〇

∴
%
、

④

鐵

及

機

械

工

業

i

ド

イ

ッ

チ

エ

ン

・
イ

ン
ヅ

ス

ト

リ

ー

・
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